
※　調理・洗濯等の生活援助サービスは、原則として「単身または家族が障がい・疾病などのため、
本人や家族が家事を行うことが困難な場合」が対象になります

※　利用料のほか、各種加算・食事代等がつきます。（加算・食事代は事業所によって異なります）

負担割合３割の方

５，２３２円

１０，７２８円

１か月あたりの利用料（自己負担）のめやす　（ホームヘルパーによるサービスの場合）

１か月あたりの利用料（自己負担）のめやす

負担割合３割の方

２，４２４円

４，８４８円

負担割合３割の方

３，５２８円

７，０４７円

週２回程度利用 ３，５７６円 ７，１５２円

１か月あたりの利用料（自己負担）のめやす

負担割合１割の方 負担割合２割の方

週１回程度利用 １，７４４円 ３，４８８円

週１回利用 ８０８円 １，６１６円

週２回利用 １，６１６円 ３，２３２円

週２回程度利用 ２，３４９円 ４，６９８円

負担割合１割の方 負担割合２割の方

週１回程度利用 １，１７６円 ２，３５２円

ケアプランの作成料及び相談については、自己負担はありません

負担割合１割の方 負担割合２割の方

介護予防・生活支援サービス事業では、利用者のニーズにこたえられるよう、地域の

実情に応じ、生活支援などの様々なサービスが提供されています。ニーズに合った

サービスを提供するため、ホームヘルパー等従来からの担い手に加え、新たなサービ

スの担い手となるサポーター養成なども行われています。

地域包括支援センターの職員などに相談し、サービスの種類や回数

を決め、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます

総合事業の利用について相談する

食事や入浴、排せつ等の身体介護や、身体介護に加えて生活援助（調理や掃除・洗濯等の支

援）が必要な時、ホームヘルパーがご自宅を訪問し、自力では困難な行為についてサービスを提

供します（自立支援・重度化防止のための見守り的援助も含みます）

●利用回数 週１回～ ケアプランにより決まります

自立した生活を送るため、日常生活の手助けをしてもらう

生活サポーター又はホームヘルパーがご自宅を訪問し、生活援助（調理や買い物、掃除、洗濯

等）のうち、本人が自力では困難な行為についてサービスを提供します

●利用回数 週１回～ ケアプランにより決まります

●利用料 日額制で、利用回数により異なります

通所介護施設（デイサービスセンター）で、食事のサービスや生活機能の維持向上のための体

操・レクリエーション、筋力トレーニングなどを日帰りで受けられます

●利用回数 週１～２回 ケアプランにより決まります

●利用料 日額制で、利用回数により異なります（食費は別途負担）

通所介護施設で食事や入浴などのサービスを受ける

介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業を合わせて「介護予防・日常生

活支援総合事業」とよびます。この事業は、高齢者が安心して自立した日常生活を送れ

るように支援することなどを目的としています。地域の実情に応じたサービスの提供を

行っています。
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